
嬉野市地域防災計画（第４編 その他の災害対策）の修正に係る新旧対照表 

 

1 

頁 修正前 修正後 備考 

 第２章 大規模火事災害対策 

第２節 災害応急対策計画 

第３項 自衛隊災害派遣要請 

第２章 大規模火事災害対策 

第２節 災害応急対策計画 

第３項 自衛隊災害派遣要請 

 

 

 

 

351 

１  知事への自衛隊災害派遣の要請 

       (略)  

       (2) 災害派遣要請の手続き 

          ア  要請先 

区    分 部  隊  の  長 担  任  部  署 連 絡 先 

陸上自衛隊 

西部方面混成団長 第３科 久留米市国分町100 (0942)43-5391 

九州補給処長 装備計画部企画課 吉野ケ里町立野7  (0952)52-2161 

海上自衛隊 佐世保地方総監 防衛部第３幕僚室 佐世保市平瀬町     (0956)23-7111 

航空自衛隊 西部航空方面隊司令官 防衛部運用課 
福岡県春日市原町3－1－1 

(092)581-4031 

１  知事への自衛隊災害派遣の要請 

       (略)  

       (2) 災害派遣要請の手続き 

          ア  要請先 

区    分 部  隊  の  長 担  任  部  署 連 絡 先 

陸上自衛隊 

西部方面混成団長 第３科 久留米市国分町100 (0942)43-5391 

第４師団長 第３部 吉野ケ里町立野7  (0952)52-2161 

海上自衛隊 佐世保地方総監 防衛部第３幕僚室 佐世保市平瀬町     (0956)23-7111 

航空自衛隊 西部航空方面隊司令官 防衛部運用課 
福岡県春日市原町3－1－1 

(092)581-4031 

 

 

 

 

 

県の修正を反

映（実態に整

合した修正） 

 第10項 輸送対策 第10項 輸送対策  

 

355 
（略） 

３ 緊急通行車両の確認及び事前届出 

（略） 

(2) 緊急交通車両の事前届出 

  各防災関係機関等は、災害時における素早い緊急通行車両確認証明書及び標識の受領に備え、県

警察から事前届出制度による緊急通行車両事前届出済証の交付を受け、災害時の指定された緊急交

通路の迅速な車両運用に努める。 

（略） 

（略） 

３ 緊急通行車両の確認及び事前届出 

（略） 

(2) 緊急交通車両の事前届出 

  各防災関係機関等は、災害時における素早い車両運用に備え、県警察から緊急通行車両の確認（証

明書及び標章の交付）を受け、災害時に指定された緊急交通路の迅速な活用に努める。 

（略） 

 

 

 

 

県の修正を反

映（実態に整

合した修正） 

 
第３章 林野火災対策 

第１節 災害予防対策計画 

第３章 林野火災対策 

第１節 災害予防対策計画 
 

359 市、消防署及び森林所有者は、林野火災の出火原因の多くが不用意な火の取り扱いによるものである

ことから、林野火災の未然防止を図るため市民等への予防思想の普及啓発及び入山者等に対する失火防

止対策の推進に努める。 

 

第１項 予防思想の普及啓発及び失火防止対策の推進 

（略） 

   ３  火入れ対策 

       及び消防署は、火入れを行う者に対し、失火の防止のための次の事項について周知を図る。 

 

市、消防署及び森林所有者は、林野火災の出火原因の多くが不用意な火の取り扱いという人為的なも

のであることから、山火事予防運動等の機会やＳＮＳ等の各種媒体を活用した火の取扱いや不始末によ

る出火の危険性等の周知により、林野火災の未然防止を図るため市民等への予防思想の普及啓発及び入

山者等に対する失火防止対策の推進に努める。 

第１項 予防思想の普及啓発及び失火防止対策の推進 

（略） 

３  火入れ対策 

    及び消防署は、火入れを行う者に対し、失火の防止のための次の事項について周知を図る。また、 

市は許可した火入れの情報等を消防機関に共有するものとする。 

 

国の修正を反

映 

 

 

 

 

 

 

国の修正を反

映 



嬉野市地域防災計画（第４編 その他の災害対策）の修正に係る新旧対照表 

 

2 

頁 修正前 修正後 備考 

 

第４章 航空災害対策 

第２節 災害応急対策計画 

第２項 災害情報の収集・連絡、報告 

第４章 航空災害対策 

第２節 災害応急対策計画 

第２項 災害情報の収集・連絡、報告 

 

 

378 
（略） 

１  航空事故発生時等の情報連絡ルート 

(1) 災害情報連絡室の場合 

 

 

（略） 

１  航空事故発生時等の情報連絡ルート 

(1) 災害情報連絡室の場合 

 

 

 

 

 

※ は、「佐賀空港緊急時対策計画」に基づく連絡ルート
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※ は、「佐賀空港緊急時対策計画」に基づく連絡ルート
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